
- 1 - 
 

JR 穂積駅圏域拠点化構想推進事業 

JR 穂積駅周辺に出店したい事業者さんを募集しています！！ 

 

JR 穂積駅周辺で活用可能なスペースを利用し、駅利用者や地域の方々にとって、にぎわいや生

活環境向上に寄与する事業者さんを募集しています。 

コロナウイルスの影響で売上が減少している事業者さんは、この機会に JR 穂積駅周辺に出店して

みませんか？  

詳しくは、「空きスペース活用事業要領」をご確認ください。 

 

（参考） JR 穂積駅利用者（乗降者） １日あたり 約 18,000 人 

 

【出店料】 

 市内事業者 無料（～令和２年５月６日（木））※状況を見て、無料期間を延長することもあります。 

 市外事業者 別紙「要領」のとおり 

 

【出店可能スペース】 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※テントなどの販売ブースは、出店者自らが準備してください。 

※平日のみ出店可能です（土日は出店いただけません）。 

※１日単位で 1 日から申込いただけます。 

※営業時間は１０時～２２時の間で任意で申込いただけます。 

※移動販売車（キッチンカーなど）の出店は、①、③－２のみ可能です。 

※申込が多数の場合は、先に申し込んだ事業者を優先します。 

②北口ロータリー内 
（タクシー乗場付近） 

①北口ロータリー内(空き地) 

③－２アルファチケット南側 

④ポスト付近 

 

③－１朝日大学バス乗降所

周辺 
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空きスペース活用の手続き等フロー 

 
 
 

 
 

出店者要領・登録書など書類入手 
(市 HP、Facebook、駅前拠点事務所受取り) ④営業許可書申請 

（臨時営業許可取得の場合は申 
請から交付まで約２週間必要） 

要領を確認の上 
③「誓約書」への同意の上、 
①JR 穂積駅周辺 空きスペース活用出店登録

申込書 
②出店希望日 計画  事務局へ提出 

必ず同時に提出 

＜事務局より連絡＞ 
●登録の可否 ●利用日程 

日程等調整 

●出店料等の支払い(当日事務局持込又は振込) 

＜キャンセルの場合＞ 
・連絡日時により支払い発生 
(後日事務局持込又は振込) 

出店 

・ごみの回収や清掃等を実施後、退店 
 

＜事務局への即連絡事項＞ 
・クレーム等問題が起きた場合 
・設置場所等設備を破損した場合 
・その他大きな問題が起きた場合 

 
○申し込み先○ 

 

駅前拠点事務所 

岐阜県瑞穂市別府６５８－１３ 

ＴＥＬ：０５８－３２９－５５２０ 

Ｅｍａｉｌ：hozumiekishu@gmail.com 

○お問い合わせ先○ 

 

瑞穂市役所 総合政策課       昭和株式会社 

                               （瑞穂市 JR 穂積駅圏域拠点化構想推進事業 受託事業者） 

ＴＥＬ：０５８－３２７－４１２８        ＴＥＬ：０５２－２６２－３５７３ 

Ｅｍａｉｌ：sougou@city.mizuho.lg.jp     Ｅｍａｉｌ：keita_nakajima @sho-wa.co.jp 
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